
一
九
九
七
年
を
迎
え
て
―
― 

 
 

生
か
せ
、
平
和
憲
法
を
！

 

  
 

新
年
を
迎
え
て
、
「
憲
法
を
守
る
会
」
の
役
員
有
志
が
、
今
年
の
平
和
運
動
を
ど
の
よ
う

に
進
め
る
か
、
「
抱
負
」
を
書
き
ま
し
た
。
短
文
の
た
め
、
意
を
尽
く
し
ま
せ
ん
が
ご
一
読

下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。
ご
意
見
が
あ
れ
ば
、
葉
書
で
で
も
事
務
局
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
。 

 

〇
人
類
が
こ
の
地
球
上
に
誕
生
し
て
か
ら
五
百
万
年
の
歴
史
の
中
で
、
権
力
や
戦
争
が
始
ま

っ 

た
の
は
、
お
そ
ら
く
一
万
年
位
前
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
何
故
、
権
力
や
戦
争
が
生
ま

れ
た 

の
か
に
つ
い
て
、
日
本
国
憲
法
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
し
て
護
憲
運
動
に
役
立
て
た

い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
雄

踏
・
井
原
） 

〇
昨
年
は
、
厚
生
省
・
通
産
省
等
の
汚
職
、
官
々
接
待
、
薬
害
エ
イ
ズ
、
沖
縄
米
軍
基
地
問

題 

と
次
か
ら
次
へ
と
問
題
が
発
生
し
、
平
和
憲
法
も
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
で
し
た
。
今
年

こ
そ 

腰
を
据
え
て
憲
法
を
守
り
抜
き
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
上

島
・
酒
井
）
〇
誰
も
が
平
和
で
不
公
平
感
な
く
心
豊
か
に
生
き
ら
れ
る
世
の
中
は
夢
で
す

か
？
憲
法
前
文
の 

理
念
実
現
は
夢
で
す
か
？
憲
法
第
九
条
は
非
現
実
的
で
す
か
？
否
、
否

で
す
。
誰
も
が
そ
れ 

を
望
む
な
ら
、
そ
の
た
め
に
私
は
護
憲
運
動
に
関
わ
り
続
け
ま
す
。

 
 

（
東
伊
場
・
高
橋
）
〇
憲
法
施
行
五
十
年
、
平
和
憲
法
の
原
点
を
改
め
て
覚
え
つ
つ
、

「
継
続
は
力
な
り
」
を
モ
ッ 

ト
ー
に
歩
み
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

（
紺
屋
・
小
林
）
〇
一
九
九
七
年
が
紛
争
が
な
く
、
高
齢
者
が
心
豊
か
に
安

心
し
て
生
き
て
い
け
る
社
会
で
あ
る 

こ
と
を
祈
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
元
城
・
近
藤
）
〇
「
平
和
・
人
権
・
主
権
」
と
い
う
戦
後
の
諸
権

利
を
一
掃
す
る
攻
撃
が
進
行
し
て
い
る
。
旧 

・
社
会
党
や
連
合
が
改
憲
派
の
補
完
物
と
な

っ
た
今
、
護
憲
派
の
真
価
が
問
わ
れ
る
時
と
な 

っ
た
。
「
火
だ
る
ま
」
に
な
っ
て
沖
縄
の

戦
い
と
連
帯
し
、
平
和
と
民
主
主
義
を
勝
ち
取
ろ 

う
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

（
豊
田
・
鈴
木
） 

〇
浜
松
基
地
に
新
し
い
滑
走
路
が
作
ら
れ
て
い
る
。
冷
戦
は
終
わ
っ
た
の
に
な
ぜ
？
こ
の
長

い 

滑
走
路
は
平
和
に
つ
な
が
る
の
か
、
そ
れ
と
も
破
壊
（
戦
争
）
に
向
か
う
の
か
？
Ａ
Ｗ

Ａ
Ｃ 

Ｓ
は
二
一
世
紀
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
。
浜
松
へ
の
配
備
反
対
！ 

 
 

 

（
住

吉
・
大
屋
）
〇
自
ら
の
意
志
で
歩
く
。
国
鉄
労
組
時
代
、
マ
ル
生
（
生
産
性
向
上
）
と
称
し

て
厳
し
い
労
働 

管
理
政
策
が
強
行
さ
れ
た
と
き
、
中
川
委
員
長
が
「
座
し
て
死
を
待
つ
よ

り
反
撃
に
転
じ
よ 

う
」
と
訴
え
た
。
今
で
も
、
強
烈
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
護
憲
運
動

で
力
を
蓄
え
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

（
若
林
・
鈴
木
）
〇
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
五
〇
年
が
過
ぎ
た
。
前
文
に
は
「
平

和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公 

正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ



う
と
決
意
し
た
」
と
あ
る
。 

こ
の
心
を
浜
松
の
地
か
ら
世
界
に
発
信
し
、
武
力
な
き
地
球

に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
遠
州
浜
・
岡
田
）
〇
平
和
が
原
点
。
次
世
代
（
子
供
た
ち
）
へ
の
最
大
の

贈
り
物
は
「
平
和
な
ま
ち
」
で
す
。
市 

民
の
力
を
発
揮
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
遠
州
浜
・
小
沢
） 

〇
憲
法
第
九
条
を
諸
国
に
広
め
、
戦
争
放
棄
の
世
界
を
実
現
し
た
い
。
来
る
二
月
九
日
（
日
）

 

は
、
我
々
の
平
和
行
進
三
〇
周
年
（
三
六
〇
回
）
の
記
念
行
進
で
あ
る
。
平
和
を
愛
す
る

市 

民
の
皆
さ
ん
、
い
っ
し
ょ
に
歩
き
ま
せ
ん
か
？ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
萩
丘
・

溝
口
） 

 

一
九
九
七
年
一
月
十
二
日
（
日
）
第
三
五
九
回
・
憲
法
を
守
る
平
和
行
進 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

事
務
局 

浜
松
市
紺
屋
町
三
０
一
～
十
五 

 


